
奪いかえせ！ 自己決定権 
在日の日本国籍確認を求めるシンポジウム 
 
●日時 2011年12月13日（火）18時45分～21時15分 

●会場 北沢タウンホール  ３階ミーティングルーム （定員72人） 
●問題提起 キム・ミョンガンさん（日本国籍確認訴訟原告） 

●パネルディスカッション「いま日本国籍確認を求める意義とは」 
田中 宏さん（日本アジア関係史） 大沼保昭さん（国際法、戦争・戦後責任） 
遠藤正敬さん（アジア国際政治史） 張

チャン

 學
ハ ン

錬
ニョン

さん（原告訴訟代理人弁護士） 

●発言・アピール 
ロバート・リケットさん（社会人類学、異文化コミュニケーション） 
旗手 明さん（社団法人自由人権協会理事） 
菅原和之さん（「なくそう婚外子差別 つくれ住民票」第２次訴訟原告） 

●資料代 500円 

●主催 日本国籍のなしくずし剥奪を許さない会 
     http://kokuseki.info  TEL & FAX 

●賛同 「なくそう婚外子差別 つくれ住民票」賛同アピールをすすめる会 
         やぶれっ！住基ネット市民行動 
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昨年は韓国併合100年目の年でした。植民地支配は、許しがたい侵略行為であり、
そのすべてが無効であることは言うまでもありません。とはいえ主権侵害の既成事実
とそれによってうがたれた傷は、なかったこととして目をつぶるわけにはいきません。 

あのときから無理やり強制された日本国籍、その結果ゆがめられた人生・人間関係。
打ち込まれた日本国籍のトゲは、いまなお抜かれておらず、傷は癒えようもありませ
ん。日本は法治国家でありながら、国籍変更のための条約も法律も定めていません。
時の経過に身をゆだね、なしくずし剥奪をもくろんでいるのです。この無責任な統治
姿勢を許すことは、日本の戦後民主主義の根幹を危うくすることです。 

国籍について何も規定のないサンフランシスコ講和条約が、在日コリアンから日本
国籍を剥奪する根拠だ、など、およそ正当化できるものではありません。条約締結か
ら59年目の2010年9月8日、キム・ミョンガンさんが日本国籍の確認を求めて提訴し
ました（東京高裁で控訴審係属中）。日本国籍を持って生まれた在日世代として、な
しくずし剥奪を黙って見過ごすわけにはいかないからです。 

日本国籍なんかほしくはないが、捨てた覚えもない。ほしいのは捨て去る権利だ。 

日本国籍のトゲは刺さったままです。このトゲの存在を確認したい。1952年4月、
法務府民事局長通達が奪ったのは戸籍であって国籍ではありません。民事局長には条
約を解釈する権限も、国籍を奪う権限もありません。国籍はなお保有されているので
す。そのことの意味とその意義とをみなさまと広く共有したいと考えます。 

いま国は新たな在留管理制度と共通番号制度の導入を目論んでいます。在留資格や
住民登録のない者を社会の構成員から切り分ける一方、住民登録する者には利用目的
が曖昧な共通番号を付番し、管理・統制を強めようとしています。個人の自己決定権
をないがしろにし、戸籍や国籍、住民基本台帳を基準とする国による恣意的棄民－こ
の古くて新しい人権侵害にいまこそ終止符を打たなくてはなりません。これは日本人
の問題であり、問われているのは、日本人の希薄な人権意識です。 

日本国籍の確認を求めるシンポジウムに、ぜひご参集をお願いいたします。 

─────────∞─────────∞─────────∞───────── 

■裁判に対する賛同のお願い 
●東京高裁、最高裁と裁判を支援するため、個人賛同・団体賛同を募っています。 

(1) 裁判に賛同する旨、(2) 賛同人のお名前と所属（任意）または賛同団体名、
(3) お名前公表の可否、をお知らせください。 
ご連絡は、賛同金・郵便振替用紙の「通信欄」、当会ウェブサイト「連絡先」の
メール送信フォーム、電話またはFAXでお願いします（おもて面参照）。 

●裁判に対する賛同金をお願いしています。個人賛同1,000円、団体賛同2,000円
を１口として、下記の口座にお振り込みください。 

 郵便振替口座  口座記号番号 ００１５０－１－ ５４７８７４（右詰記入） 
口座名称   なしくずし許さない会 


